
面
積　

１
９
８
・
51
㎡

地
目　

宅
地

家
屋　

木
造
瓦
葺
平
屋
建　

59
・
78
㎡
（
付
帯
施
設　

倉
庫

１
棟
、
車
庫
１
棟
）

＊
土
地
と
建
物
セ
ッ
ト
で
の
販

売
で
す
。
図
面
は
あ
り
ま
せ

ん
。

公
売
方
法　

一
般
競
争
入
札

（
せ
り
売
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
）

入
札
参
加
の
申
込
期
間

11
月
13
日
㈫
〜
12
月
21
日
㈮

（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く　

午

前
９
時
〜
午
後
５
時
）

入
札
会

平
成
25
年
１
月
11
日
㈮（
予
定
）

　

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問　

財
政
課　

財
産
管
理
係

☎
０
９
７
８

72

１
１
１
１

内
線
２
５
９
・
２
９
４

各
種
福
祉
手
当
を
ご
存
知
で
す
か

　

各
種
福
祉
手
当
を
受
給
す
る

た
め
に
は
申
請
手
続
き
が
必
要

で
す
。
い
ず
れ
か
の
手
当
を
受

給
で
き
る
と
思
わ
れ
る
方
は
、

お
気
軽
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

特
別
障
害
者
手
当

　

20
歳
以
上
の
在
宅
の
方
で
、

著
し
く
重
度
の
心
身
障
が
い
等

が
あ
り
、
日
常
生
活
に
お
い
て

常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す

る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

手
当
月
額　

２
６
、２
６
０
円

障
害
児
福
祉
手
当

　

20
歳
未
満
の
在
宅
の
方
で
、

重
度
の
心
身
障
が
い
等
が
あ

り
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時

介
護
を
必
要
と
す
る
児
童
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

手
当
月
額　

１
４
、２
８
０
円

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

精
神
、
知
的
ま
た
は
身
体
に

中
程
度
以
上
の
障
が
い
が
あ
る

20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
す
る

父
母
、
ま
た
は
養
育
者
に
支
給

さ
れ
ま
す
。

手
当
月
額

１
級
障
が
い 

５
０
、４
０
０
円

２
級
障
が
い 

３
３
、５
７
０
円

　

な
お
、
対
象
児
童
が
児
童
福

祉
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
場

合
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

※
い
ず
れ
も
、
所
得
に
よ
る
制

限
等
が
あ
り
ま
す
。

問福
祉
事
務
所　

障
が
い
福
祉
係

☎
０
９
７
８

72

１
１
１
１

（
内
線
１
５
１
）

11
月
21
日
は「
県
民
ノ
ー
残

業
デ
ー
」で
す

　

仕
事
と
生
活
の
調
和
（
ワ
ー

ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）
を

推
進
す
る
た
め
、
県
内
の
企

業
・
働
く
皆
さ
ん
に
定
時
で
の

退
社
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

「
ノ
ー
残
業
デ
ー
」
を
導
入
し

て
い
な
い
企
業
も
、
こ
の
機
会

に
導
入
し
ま
せ
ん
か
。

期
日　

11
月
21
日
㈬

問　

大
分
労
働
局　

労
働
基
準

部
監
督
課

☎
０
９
７
５
３
６
３
２
１
２

必
ず
チ
ェ
ッ
ク
最
低
賃
金

　

平
成
24
年
10
月
４
日
か
ら
、

大
分
県
最
低
賃
金
が
１
時
間

６
５
３
円
に
改
定
さ
れ
ま
し

た
。
県
内
の
事
業
所
で
働
く
人

（
臨
時
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、

ア
ル
バ
イ
ト
等
を
含
む
）
に
支

払
う
賃
金
は
、
最
低
賃
金
を
下

回
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
な

お
、
特
定
の
産
業
に
は
特
定

（
産
業
別
）
最
低
賃
金
が
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

問　

大
分
労
働
局　

労
働
基
準

部
賃
金
室

☎
０
９
７
５
３
６
３
２
１
５

原
子
爆
弾
被
爆
者
二
世
に
対

す
る
無
料
健
康
診
断
の
お
知

ら
せ

　

大
分
県
で
は
、
原
子
爆
弾
被

爆
者
二
世
の
方
を
対
象
に
、
無

料
健
康
診
断
を
委
託
医
療
機
関

で
実
施
し
ま
す
。

対
象
者

　

両
親
、
ま
た
は
そ
の
ど
ち
ら

か
が
原
子
爆
弾
被
爆
者
で
、
県

内
に
お
住
ま
い
の
方

申
込
方
法

　

大
分
県
東
部
保
健
所
国
東
保

健
部
に
申
し
込
み
、
受
診
日
を

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　

12
月
７
日
㈮

申
・
問　

大
分
県
東
部
保
健
所

国
東
保
健
部

☎
０
９
７
８

72

１
１
２
７

問　

大
分
県
福
祉
保
健
部　

健

康
対
策
課

☎
０
９
７
５
０
６
２
６
７
１

電
動
生
ご
み
処
理
機
購
入
補

助
金

　

家
庭
で
の
生
ご
み
の
減
量
化

の
た
め
に
、
電
動
生
ご
み
処
理

機
を
購
入
す
る
場
合
、
費
用
の

一
部
を
助
成
す
る
制
度
が
あ
り

ま
す
。

補
助
金
額

購
入
金
額
の
２
分
の
１
（
上
限

１
万
円
）

　

補
助
条
件
等
詳
し
く
は
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
・
問　

環
境
衛
生
課

☎
０
９
７
８

72

９
０
０
１

自
死
遺
児
救
済
援
護
事
業
の

お
知
ら
せ

　

大
分
県
で
は
、
青
少
年
育
成

県
民
会
議
を
と
お
し
て
自
死
遺

児
（
自
殺
に
よ
り
親
を
失
っ
た

小
・
中
学
校
の
児
童
生
徒
）
を

対
象
に
入
学
・
卒
業
祝
、
修
学

旅
行
費
補
助
等
の
援
護
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。
受
給
を
希
望

さ
れ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問大
分
県
青
少
年
育
成
県
民
会
議

（
大
分
県
私
学
振
興
・
青
少
年

課
内
）

☎
０
９
７
５
０
６
３
０
７
６

成
人
発
達
障
が
い
者
家
族
教
室

日
時

11
月
14
日
㈬
・
12
月
５
日
㈬

午
後
１
時
30
分
〜
４
時

（
２
回
シ
リ
ー
ズ
）
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